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日本におけるがんの現状

がんの統計 2021 がん研究振興財団

1981年以降死因のトップ
死亡数(2019)

376,425(男性220,339, 女性156,086)
罹患数(2017)

977,393(男性588,869, 女性418,510)

主な死亡原因（1947-2019）



日本における5年生存率は向上している
(年齢調整 5年生存率, %)

“Global surveillance of cancer survival 1995–2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 
population-based registries in 67 countries (CONCORD-2)”, The Lancet, Volume 385, Issue 9972, 977-1010, 
March 2015. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467588.
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人口の高齢化ともに がんの罹患率と死亡率は増加している

Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) Results. Seattle, United States: 
Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016. Available from 
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool. 

罹患数（男・女）
死亡数（男・女）

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.


東京都の年齢層別将来推計人口

総務省「国勢調査」〔昭和50年～平成27年〕
政策企画局「都民ファーストでつくる『新しい東京』 ～2020 年に向けた実行プラン～」〔2020年以降〕



（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第３期がん対策推進基本計画（概要）（2018年）
第１ 全体目標

４．これらを支える基盤の整備

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

（１）がんの１次予防

（２）がんの早期発見、がん
検診 （２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ世代のがん、高齢者のがん
(※)Adolescent and Young Adult︓思春期と若年成人
（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点
化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し



東京都のがん医療提供体制
国立がん研究センター中央病院 1
国指定がん診療連携拠点病院 28
都指定がん診療連携拠点病院 7
都がん診療連携協力病院 16
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東京都のがん医療の地域特性
○ 都内には高度ながん医療を提供できる大規模な医療機関が、区中央部を
中心に集積している。
○ 二次保健医療圏の平均人口は全国の約2.8 倍であり、比例してがん患者
も多い。さらに、他道府県に居住する多くのがん患者が都内の医療機関を
受療している。
○ 交通網の発達により、がん患者の受療動向は医療圏を交錯している。

都内の拠点病院等（2次医療機関別）における他道府県または他圏域に居住するがん患者割合

（千人）
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第５章 計画推進のために
全体目標の達成に向けて、都や区市町村、都民、医療機関、事業者、医療保険
者、教育機関等の関係者が一体となってがん対策に取り組みます。

１ 都民の役割
がんに関する正しい知識やがん患者に関する理解を持ち、積極的に健康づくりや がん検

診受診に努めるとともに、がんが発見された場合には、自らの治療等につい て、医療サー
ビスの受け手としてだけではなく、主体的に選択し、臨むことが求め られます。また、が
ん患者及び家族を支えるボランティア活動の担い手としても期 待されており、都のがん対
策の推進に向けて、行政、医療機関、関係団体等と協働 に努めます。
２ 医療機関等の役割
（1）検診実施機関
（2）医療機関（がん診療連携拠点病院、小児拠点病院、地域の病院・診療所等）
（3）その他医療提供施設、介護施設等
（4）各種関係団体
３ 事業者の役割

がんのリスクを下げるための生活習慣の改善やがん検診の受診の促進
がんに罹患した従業員の治療と就労の両立の配慮等

４ 医療保険者の役割
医療保険加入者（被保険者・被扶養者）の生活習慣の改善やがん検診の受診の促進

５ 学校等教育機関の役割
児童・生徒の健康教育の充実、教職員の研修、健康の大切さの理解と望ましい生活習

慣の実践を支援、がん患者に対する正しい理解の促進
保護者や地域の関係機関との連携強化、がん教育の一層の推進

東京都がん対策推進計画（第二次改訂 平成30年3月）



５ 行政の役割
（1）東京都

本計画に基づき、国、区市町村、都民、検診実施機関、医療機関、各種関係
団体、 事業者等と連携を図りつつ、がん対策を総合的かつ計画的に推進して
いきます。ま た、がん対策の推進に当たり都民の声を反映するように努める
とともに、目標の達成状況の評価を行うなど、本計画の進行管理も行います。

（2）区市町村
○ 住民のがんを予防するため、科学的根拠に基づくがんのリスクを下げる生
活習慣 及び生活環境について、正しい理解と実践に向けた取組を進めます。
○ がん検診の実施主体として、検診指針に基づく質の高いがん検診を実施す
るとと もに、がん検診受診の促進に向けた普及啓発を行い、受診率の向上等
に努めます。 また、精密検査の結果の把握に努め、適切に受診勧奨すること
により、精密検査の 受診率向上を目指します。
○ また、がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会の構築
に向け、 都や地域の医療機関等との連携及び協力を進めていきます。
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東京都がん対策推進計画（第二次改訂 平成30年3月）


